
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路の手引き 
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１．進路支援の基本的な考え方 
   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

一人一人の将来の夢や希望の実現を目指し、人生を豊

かに歩む力を育てる支援です。 

中・長期的な視点をもって、ご本人やご家族と進路に

ついて話し合いながら、支援を進めていきます。 

進路支援とは 

 

進路支援・キャリア教育で大切にしていること 

 

□ 社会生活に必要な知職や態度を養い、活用できる力を

育てること。 

□ 自分の生きがいを見つけ、社会に積極的にかかわろう

とする意欲を育てること。 

□ 他者と良好な関係性を築くことができ、社会の一員と

して円滑に生活する力を育てること。 

□ 生徒自らが自分の適性を知り、主体的に進路を選択

し、決定できる力を身に付けること。 
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・一人一人の児童生徒が、自分の能力や特性に応じて、将来においてよりよい社会生活を送

るために必要な知識、技能、態度、意欲の習得を目指す。 

・単に「働くこと」を目的にするのではなく、児童生徒が集団の一員として、役割や責任を果

たそうとしたり、自分の能力を生かしたりして、積極的に活動や仕事に取り組む意欲、態

度を育てる。 

 

学校生活のねらい 
小学部 

中学部 高等部 
１～３年生 ４～６年生 

社
会
生
活
に
向
け
て 

生活習慣 

・基本的生活習慣

の定着を図る。 

・基本的生活習慣

の確立を図る。 

・基本的生活習慣

の確立を図る。 

・社会生活に必要

な力（健康管理、

生活リズム、日常

生活動作、身だし

なみなど）を身に

付ける。 

コミュニケーシ

ョン・集団参加 

・人や物とかかわ

る力を身に付け

る。 

・自分を表現する

力を身に付ける。 

・人や物とかかわ

る力、自分を表現

する力を高める。 

・他者と協力する

力を身に付ける。 

・自分を表現する

力の確立を図る。 

・場に応じたコミ

ュニケーション

力を身に付ける。 

自主性 

・主体的に物事に

取り組む力を身

に付ける。 

・主体的に物事に

取り組む力を高

める。 

・主体性、問題解決

能力を身に付け

る。 

・自己決定力、自己

選択力、問題解決

能力を身に付け

る。 

自己理解 

・自分の好きなも

の、好きなことに

関心をもつ。 

・自分の好きなも

の、好きなことへ

の関心の幅を広

げる。 

・自分の良いとこ

ろや得意なこと、

苦手なことを知

る。 

・自己理解を深め、

自分の生き方に

ついて考える力

を養う。 

役割 

働くこと 

・自分の役割を意

識して取り組む

力を身に付ける。 

・自分の役割を意

識し、最後まで取

り組む力を身に

付ける。 

・働くことを体験

し、働くことへの

意識を高める。 

・働く経験を通し

て、働くことの意

味や意義につい

て考え、意識を高

める。 

進
路
決
定
に 

向
け
て 

進路先の理解 

・身近な仕事につ

いて知り、将来の

夢をもつ。 

・社会見学を通し

て、仕事への関心

を高める。 

・中学部での生活

に見通しをもつ。 

・職場体験や高等

部見学を通して、

卒業後の生活に

関心をもつ。 

・実習（校内・現場）

を通して、卒業後

の進路や社会生

活について具体

的に考える。 

 

保
護
者
の
役
割 

家庭の支援 
・基本的生活習慣を身に付ける。 ・楽しいことを作る、増やす。 

・お手伝いなどの役割を設ける。 ・社会のルールやマナーを身に付ける。 

学校との連携 ・進路についての相談、要望、質問などをする。 

情報収集 
・PTA施設見学 ・PTA進路研修会 ・高等部校内実習見学 ・高等部実習報告会 

・福祉事業所ガイドブック ・動画視聴形式による福祉事業所説明会 

事業所の理解 ・福祉事業所の見学や利用を通して、将来の進路を具体的にイメージする。 

本校キャリア教育の基本的な考え 
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学部 

 
様々な教育活動を通して、社会生活に必

要である基礎的・基本的な力を身に付け

ていく。 

中学部 
 

日常生活の指導 
（あいさつ、衣服の着脱・整理、排せつ、学校の準備、食事のマナー、身だしなみ、きまりを

守るなど） 

基本的生活習慣の確立・定着 

 

生 活 単 元 学 習 

（公共施設・交通機関の利用、社会見学、

身近で働く人の学習など） 

生活力の向上・働くことへの関心 

生 活 単 元 学 習 

（買い物・交通機関の利用、職場体験、

高等部見学など） 

生活経験の拡大 

卒業後の進路への関心 

作 業 学 習 

（手芸、木工、ビーズ、農作物などの製

品作り） 

働く意欲の向上 

働く態度や技能を身に付ける 

自 立 活 動（人とのかかわり方、気持ちの伝え方、気持ちの安定など） 

人とかかわる力、コミュニケーション力の向上 

教 科 の 学 習（児童、生徒の実態に合わせた生活に即した活動） 

社会生活に必要な基礎的な知識を

身に付ける・主体性の向上 

小学部段階で積み上げてきた基礎的な能

力を土台に、働くことへの関心や社会参

加に必要な力を身に付けていく。 

キャリア教育・進路支援の取り組み 
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１年 ２年 ３年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等部 
 

事業所見学 
（各コースにて福祉事業所・企業などを見学） 

デュアル型実習 
※３コース生徒 

校内実習【１期 ２期】 

現場実習  
２年 【１期・２期・３期（実習状況に応じて）】 

３年 【１期・２期・３期（必要に応じて）】 

※詳細は P７～８を参照 

現場実習報告会 

適性理解、課題の把握 

働く意欲の向上 
適性理解、課題の把握 

進路選択、決定 

進路先の情報収集 

社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる 

資質・能力を身に付けるための学習 

これまで身に付けてきた力を土台としながら、より実践的な学習を通して高等部

卒業後の社会生活に必要な知職、態度、習慣等を身に付けていく。 

卒業生を囲む会 

卒業後の生活の理解 

実習の成果の振り返り 
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１・２コース 

（進路先：福祉事業所想定） 
３コース 

（進路先：福祉事業所、一般事業所想定） 

１年 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年 

 
 
 
 
 
  

 

※１ 現場実習は、原則１事業所での実施とします。 

ただし、進路選択上、必要な場合は２事業所を実施可とします。 

※２ 実習日数について、福祉事業所での実習は５日間、企業での実習は 10日間を基本とします。 

〇時期や内容については、変更になる場合があります。 

➀ 令和７年度以降の高等部進路学習（実習等）の概要 

校内実習 １期【６月】（２週間） 
     ２期【10月】（２週間） 

デュアル型実習①（１月下旬ごろ、２日程度） 

業種：小売、物流、清掃、サービス（クリーニング） 

現場実習  
１期【６月】 
２期【10月】 
３期【１月】（実習状況に応じて） 

適性の把握、課題の把握・改善 

・進路の決定（12月頃） 
・卒業後の生活の準備 
・進路先との移行支援会議（２～３月頃） 

・進路選択のための情報収集 
・個別面談等で担任と家庭とで 
進路の方向性を確認 

新年度第１期現場実習希望調査（２月） 

校内実習 １期【６月】（２週間） 
     ２期【10月】（２週間） 

適性の把握、課題の把握・改善 

新年度第１期現場実習希望調査（２月） 

・進路選択のための情報収集 
・個別面談等で担任と家庭とで 
進路の方向性を確認 

新年度第１期現場実習希望調査（２月） 新年度第１期現場実習希望調査（２月） 

・進路選択のための情報収集 
・個別面談等で担任と家庭とで 
進路の方向性を確認 

２．進路支援の概要 

現場実習  
１期【６月】 
２期【10月】 
３期【１月】（実習状況に応じて） 

・進路選択のための情報収集 
・個別面談等で担任と家庭とで 
進路の方向性を確認 

現場実習  
１期【６月】 
２期【10月】 
３期【１月】（必要に応じて） 

現場実習  
１期【６月】 
２期【10月】 
３期【１月】（必要に応じて） 
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■校内実習とは…能力や進路想定に基づいた班に分かれ、就労・生活に必要な基本的
技能、態度を身に付ける学習です。その中で、個々の進路に向けた適性や課題を知
ることができます。 
■対象学年：高等部１年生 
■実施期間：平日 10日間の実習を年２回（１期：６月、２期：10月）行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■現場実習とは 
 ・卒業後を想定した生活を体験し、進路決定していく実習です。 
・２年生と３年生が対象となります。 

 
■実施期間 
 ５日間～10日間程度の実習を年２～３回（１期：６月、２期：10月、３期：１月）
行います。 

 
■実習先 
 就 労 想 定 者：２年生では、本人の希望や関心のある業種に沿って可能な限り

調整し、適性を判断できるようにします。同時に、雇用につな
がる可能性のある事業所を把握します。 
３年生では、２年生時の実習評価を踏まえ、本人の意向とマッ 
チングする事業所にて、改めて実習を行い、採用の可否を見極
めてもらいながら就労につながる事業所を絞り込みます。 

 
 福祉事業所希望者：全コース、２年生１期から本人及び保護者が希望する事業所・

福祉サービスで実習を実施します。受け入れの状況を把握し、
３年生１期及び２期でサービスを受けたい事業所を決定しま
す。日数などの調整が必要な場合は福祉課や担当相談支援員と
連携を図り、円滑な契約ができるようにします。 

 
■現場実習の流れ 
 
  
 
 
 
 
 
 

② 令和７年度 高等部校内実習 

③ 令和７年度 高等部現場実習 

実習希望の確認 

（希望調査、進

路相談等） 

実習先決定 

実習前打合せ 

（生徒本人・保護者・

担任・事業所） 

実習 

（教師が巡回

指導支援） 

実習の振り返り 

（実習後調査） 

(事業所からの

評価表回収) 

現場実習は、実習先の協力（ご厚意）により行われ

ています。感謝の気持ちをもって臨みましょう。 
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＜現場実習を迎えるにあたって＞  

 

・福祉事業所希望者は、１年生の段階から積極的に情報収集を行いましょう。また、２年生１期の

現場実習希望調査は１年生時の２～３月に行うので、それまでに、卒業後の進路先として考えた

い福祉事業所の見学・相談を済ませておきましょう。 

・企業実習は、自力通勤が基本です。自力通勤の生徒については、実習場所が決まり次第、早めに

通勤手段を確認し、実習初日までに十分に通勤練習を重ねていただけるようにお願いします。 

・実習をきっかけとして、生徒たちの進路について本人・家族で考えたり、話し合ったりする機会

をもってください。 

 

＜実習事前打合せについて＞ 

・実習事前打合せ時の服装について、生徒は制服にて参加します。また、保護者の方もそれに相応

しい服装での参加をお願いいたします。（Ｇパン、Ｔシャツ、サンダル等はお控えください。） 

・実習先への菓子折り等は、ご家庭で用意する必要はありません。 

・実習事前打合せには、本人・保護者・学校職員・実習先担当者で行います。保護者の方は必ず打

ち合わせにご参加ください。 

 

＜実習全般について＞ 

・実習では、報酬は一切受け取らない決まりです。もし、事業所より頂き物があった場合には、学

校に速やかに連絡をお願いいたします。 

・実習日誌は、毎日、目を通していただき、保護者欄にご記入をお願いいたします。 

・福祉事業所での実習は、行き帰りとも保護者送迎となります。（福祉事業所の送迎サービスを利

用することはできません。） 

・実習中は、万一の物損、対人傷害に備えたインターンシップ保険に加入（年間２５０円程

度）することをお願いしています。生徒自身のけがは児童生徒全員加入の「学校スポーツ振

興センター保険」で補償されます。 

（※ただし、ポスティング作業等で施設車両への搭乗をする場合は運転手及び当該施設の責

任となるため、打合せの際に事業所への事前確認を行います。） 

・実習生の問題行動のため学校での指導が必要な場合、実習先に迷惑のかかる行為等があり、

受け入れ困難の判断をされた場合等は、実習を中止することがあります。 

・【医療的ケア】 

痰の吸引、水分・栄養注入等の医療的ケアが実習先で発生する場合、保護者の付き添いをお願い

しています。※実習先での医療的ケアは、保護者が実施することになります。 

・【座薬の預かりをしている生徒について】 

実習先での座薬挿入について、実習先の職員は座薬挿入の対応を行わず、必要な際は保護者が座

薬挿入するか、指定の病院へ救急搬送することになります。それらのことについて、事前打ち合

わせ時に保護者・事業所と確認することとなります。 
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■デュアル型実習の位置づけ 
 一般的な「デュアル型実習」とは、個々が短期間の実習と学校での学習をサイクル
化して行い、課題改善を進めていく形式の学習を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本校では「実習における課題修正」の考え方を生かしたうえで、２～５人程度の小
グループでの実習を実施しています。 
 
・様々な業種（クリーニング・介護・小売・物流等）を２～３日程度経験する。 

 ・実際の業務を経験することで、仕事への具体的なイメージをもてるようにする。 
 ・実習１日目と２日目の間に学校での学習日を設けて、評価・課題改善を行い、職

場に適応したり働く態度や技能を養ったりする。 
 
■対象 
・高１・３コース生徒 

 ・自宅から事業所に直接通勤する場合と、学校から自転車や徒歩で通勤する場合と
があります。基本的に自力通勤だが、自転車の利用が難しいなど、困難な場合は、
保護者送迎となります。 

 
■実施期間 
 １月下旬 
 

■業種及び実習先の例 
 
 【小売、物流、清掃、介護、サービス】 
  ・サービス：株式会社スカイクリーン（常総市） 
  ・介 護：いなの里（つくばみらい市）、筑水苑（常総市）、はあとぴあ（取手） 
  ・小 売：スーパーマーケットカスミ、ヤオコー、ウエルシア薬局 
  ・物 流：十和運送株式会社（つくばみらい市） 
 
■実習形態 
 ・２～５人程度のグループに分かれて実施。各グループには担当教員が常時１名以
上付き添い、現場での実践を支援します。 

 
 

④ 高等部デュアル型実習（高１・３コース生徒対象） 

学校 

事
前
学
習 

課
題
修
正 

課
題
修
正 

会社 

実
習
① 

実
習
② 

体験（実習）と振り返り（授業）の一体化 

デュアル型実習 
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■現場実習報告会 

 時期：１０月下旬 

 対象：生徒、保護者 

 内容：高等部現場実習の成果を発表します。 

 

■福祉事業所説明会 

令和７年度も動画視聴形式での開催を予定しています。 

 

■「近隣福祉施設事業所ガイドブック」の発行 

 近隣の福祉サービス事業所の詳細な情報を提供しています。 

 

■福祉相談会（各自治体ごと） 

 時期：夏休み期間中（例年は７月下旬～８月上旬） 

対象：高等部３年生生徒および保護者 

 内容：卒業後の福祉利用の手続き方法や障害者年金等について各自治体の福祉課に

説明していただく相談会となります。各市役所で行われます。期日が決まり

次第、高３保護者の皆様には速やかにお知らせ致します。重要な説明会とな

りますので、是非ご参加をお願い致します。 

 

■就業・生活支援センター登録及びハローワーク登録（高３企業就職者対象） 

就業・生活支援センターとは、一般企業に就労している障害のある方に対し、支援

を担う機関です。県内に９箇所設置されています。本校の企業就職生徒は、就業・

生活支援センターかすみ（土浦）、つくば LSC 就業・生活支援センター（つくば）

のいずれかに登録をします。卒業後は、センターと学校が連携し就職者が順調に社

会生活を送れるように支援を行います。 

また、ハローワークにて求職者登録も行います。（←就労継続支援 A型希望者含む） 

 

 

 

 

 

■重度知的障害者判定 

 障害者雇用による就労生徒のうち、重度知的障害者判定の必要性についてハローワ

ークを介して確認します。判定の必要性がある生徒は、重度判定を受けることにな

ります。時期については１～２月頃が目安です。以前は本校で実施していましたが、

R5 年度より笠間にある茨城障害者職業センターへ本人・保護者が直接行って実施

する形となりました。 

 

 
 

⑤ その他、進路支援の取り組み 

就業・生活支援センターは 

通称「ナカポツ」と呼ばれて

います！ 
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３．進路決定まで 

 

 

                     

■福祉事業所想定の場合 

 

■障害者雇用による企業就労の場合 

 

 1年生 ２年生 ３年生 

進 

路 

決 

定 

生徒 校内実習 
現場実習（１期～） 

進路先の絞込み 
現場実習 

家族 

情報収集 
福祉事業所の見学 

卒業後のライフプランを具体的に考える期間。 

実習中の評価や様子

を踏まえ利用する事

業所を選びます。 

学校 

情報提供・学習指導 
福祉事業所や福祉サービス等に関する情報提

供、学習評価 

現場実習の指導 
事前・事後学習、 

巡回指導 

生徒の特性に合わせて進路にかかわる具体的な支援

を行い、必要な情報提供や相談を行います。 

事業所へ支援方法の

助言などを行います。 

 1年生 ２年生 ３年生 

進 

路 

決 

定 

生徒 
校内実習 

デュアル型実習 
現場実習 

現場実習 

（就職活動） 
求人票→面接 

家族 
実習の評価を踏まえ、進路先を考えていきます。（就

職、福祉サービスの利用など） 

実習の評価等を踏ま

え、雇用条件等を考

えていきます。 

学校 

情報提供・実習の指導 
就職に関する情報提供、実習に関する事前・事後学習、巡回指導 

生徒の特性に合わせて進路に関わる具体的な支援

を行い、必要な情報提供や相談を行います。 

生徒と企業のマッチ

ングに向け必要な指

導や職場への助言を

行います。 

① 進路決定までの流れ 

★進路相談は、個別面談のほか、実習前後に適宜行

われるアンケート（希望調査）により進められて

いきます。臨時の面談を行うこともあります。 

② 進路決定に向けた高等部３年生時のスケジュール 
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時期 一般企業就労想定 福祉事業所等想定 

４月 ・進路希望確認 ・進路希望確認 

５月 ・実習打合せ ・実習打合せ 

６月 ・１期現場実習 ・１期現場実習 

７月 

・本人、保護者へ実習後の聞き取り 

→実習先への就労希望があれば実習先へ伝え

る（学校） 

・２期実習の希望確認 

・本人、保護者へ実習後の聞き取り 

→実習先へのサービス利用希望が明確であれ

ば実習先へ伝える（学校） 

・２期実習の希望確認 

夏季 

休業 

・市町村ごとの福祉相談会 

・障害者就業・生活支援センター登録 

・ハローワーク求職者登録（就労継続支援Ａ

型利用者含む） 

・重度判定申請（ハローワーク） 

・市町村ごとの福祉相談会 

・福祉事業所の体験利用や見学 

・障害支援区分認定準備（介護給付利用者） 

・計画相談を行う相談支援事業所を確認、検討 

９月 
・個別面談時に実習先、進路希望の確認 

・実習打合せ 

・個別面談時に実習先、進路希望の確認 

・実習打合せ 

10月 ・２期現場実習 ・２期現場実習 

11月 

・本人、保護者へ実習後の聞き取り 

・就職面接会（ハローワーク） 

※就職先が未決定の場合 

・本人、保護者へ実習後の聞き取り 

→実習先へのサービス利用希望が明確であれ

ば実習先へ伝える（学校） 

12月 
・就職希望先より求人票が学校に届く 

→雇用条件等の確認 

・進路希望の取りまとめ（学校） 

・進路希望先への意思表示（保護者） 

１月 

・面接（実習先・本人・保護者・学校） 

⇒内定をいただき進路決定 

・ジョブコーチ支援の準備（事業所の要請に

応じて） 

・３期現場実習（事業所が希望する場合） 

・重度判定（職業センター） 

・相談支援事業所の決定確認 

・利用サービスの種類の確認 

・区分認定の実施の確認 

 

・３期現場実習（福祉事業所が希望する場合） 

２月 
・個別面談 

・就職面接会（就職先が未決定の場合） 

・個別面談 

・個別の移行支援会議 

３月 
・個別の移行支援会議 

・進路先との契約 

 

・進路先との契約 

 

以下は例年の予定表です。変更の場合は速やかにお知らせ致します。 



- 13 - 

 

４．移行支援会議について 

 

高３年時の２月～３月にかけて移行支援会議が行われます。内容は以下の通りです。 

 

■会議の目的 

 ・学校から社会への移行にあたって、生徒本人の実態について関係機関と共通理解

を図り、今後の支援やサービスを関係機関で検討します。 

・本人及び家族のニーズについて共通理解を図り、それぞれのニーズに対する関係

機関の役割分担等や支援内容について確認します。 

 

■移行支援会議に向けて 

・進路が決定すると学校が移行支援計画を作成します。 

・「将来の生活についての希望」や「必要と思われる支援の内容（合理的配慮）」を

学校が本人や家族に確認します。 

・移行支援計画に基づき、進路先、関係支援機関（相談支援事業所、障害者就業・

生活支援センター、茨城障害者職業センター等）の担当を招いて移行支援会議を

開催します。本人及び保護者が参加する場合もあります。 

 

■卒業後の学校の支援 

 ・おおむね３年間を移行期と捉え、適宜、現況把握の連絡や巡回支援等を行います。 

・卒業後に問題が生じた場合には、保護者および本人、進路先の要請により、移行

支援会議が開かれ課題解決を図ります。 
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５．卒業時の進路選択について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 

度 
一般企業 

障害者福祉サービス そ
の
他 

合 

計 通所 入所 

令和 

４年 
１１ １７ ０ ０ ２８ 

令和 

５年 
１１ １７ ０ ２ ３０ 

令和 

６年 
２０ １６ ０ １ ３７ 

① 進路選択 

② 卒業生の進路状況（過去３年間） 

企業 

専攻科 

職業訓練校 

就労支援・訓練 

就労移行支援 

就労継続支援 

Ａ型・B型 

生活支援 

生活介護 

自立訓練 

施設入所支援 

一般（企業）就労 障害福祉サービス 進学・訓練校 

進路選択 

福祉的就労 
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６. その他 

 

  

 卒業後すぐに就労継続支援Ｂ型の福祉サービスを利用したい場合は、事前に就労移行支援

サービスを経験し「アセスメント」を行う必要があります。大まかな流れは以下の通りです。 

 

① アセスメントが可能な事業所（就労移行支援を提供する）を選ぶ。 

※福祉課・相談支援事業所と相談の上決定。 

② 相談支援事業によるサービス等利用計画を作成（就労移行支援） 

③ 就労移行支援サービスを利用しアセスメントを実施 

④ 就労支援Ｂ型利用申請 

⑤ サービス利用開始 

 

※上記の手続きを行わなくてもよい場合もあります。学校が市町村福祉課や相談支援担当者

と連携しながら進めていきますので、実施方法が確定次第、速やかに保護者の方へご連絡

いたします。 

 

 

 

■一般雇用ではなく、「障害者枠での障害者雇用」になる（手帳が必須）ことをご理解ください。 

・法律で「障害者雇用率」が定められており、障害のある方を一定数採用する義務が企業には

あります。 

■雇用形態は正社員の場合もありますが、パート、契約社員等が多い傾向にあります。 

・正社員ではなくても、一定の条件を満たして社会保険等に加入することができます。労働条

件（「通勤手当」「「社会保険」「賞与の有無」など」）にも着目し、必要に応じて企業と話し合

います。 

・週５日勤務で６～８時間勤務が基本ですが、個々の実態に合わせて多様な働き方を企業に提

案することもできます。 

■特例子会社とは 

・障害者の雇用促進や安定した就業のために設立された会社です。特例子会社には、親会社と

の関係性や障害者の割合など、いくつかの条件が定められており、厚生労働省が認可をしま

す。障害に対する配慮等も義務付けられています。 

   ※近隣の特例子会社の例 

ウエルシア・オアシス（土浦）、カスミみらい（神立）、クボタワークス（つくばみらい） 

アステラスグリーンサプライ（つくば）、平山ＬＡＣＣ（牛久・稲敷） 

メイテックビジネスサービス（柏市）、NECフレンドリースタフ我孫子事業所（我孫子市） 

等 

 

 

①アセスメントについて 

②一般企業就職についての知識 
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利用

目的 
サービス名 主な内容 対象 

働
く 

就労移行支援 

一般就労したいけれどもう少し力をつけたいという方が、就

労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練など

を行います。2年間の利用期限があります。 

18歳以上 
就労継続支援Ａ型 

（雇用型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するととも

に、知職及び能力の向上のために必要な訓練を行います。事

業所と雇用契約を結んで働くので最低賃金が保障されます。 

就労継続支援Ｂ型 

（非雇用型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供します。生

産活動などを通して、知識および能力の向上のために必要な

訓練を行うサービスです。 

日
中
活
動 

放課後等デイサービス 

学校在学中の障害児が学校後や長期休暇中に通う事ができ

る施設です。生活能力向上のための様々なプログラムが行わ

れています。 

児童 

日中一時支援 

家族などの介護者の理由（疾病、出産、冠婚葬祭、学校等の

公的行事および旅行等）や在宅障害児の放課後対策として、

指定施設で一時的（泊を伴わない）に預かります。 

児童 

18歳以上 

生活介護 

日中活動の場として、入浴、排せつまたは食事の介護、創作

的活動または生産活動の機会を提供するサービスです。 

18歳以上 

障害支援 

区分３以上 

自立訓練（機能訓練） 
身体に障害のある人が、身体を上手く動かすことができるよ

うに訓練を受けることができます。 
18歳以上 

自立訓練（生活訓練） 
障害のある人が、地域での生活で困らないように自分で身の

回りのことをする訓練を受けることができます。 

住
む 

施設入所支援 

日常生活の手伝いを受けながら施設で暮らすことができま

す。 

18歳以上 

障害支援 

区分４以上 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活を行う住居です。世話人や生活支援員から相談や日

常生活上の援助を受けることができます。 
18歳以上 

相
談
・
生
活
サ
ポ
ー
ト 

短期入所 

（ショートステイ） 

家族に用事があるときなどに施設に短期間泊まることがで

きます。 

児童 

18歳以上 
相談支援事業 

障害福祉サービスを利用するための計画の作成を行います。 

また、利用する事業所を探すお手伝いや利用開始した後の相

談などを行います。 

移動支援 
屋外での移動が難しい人の自立や社会参加を助けるために、

外出するときの移動の支援をします。 

 

 

 

➂福祉サービス利用の知識 
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１８歳を境に児童福祉法からの切り替えがあるため、今まで受給者証を持っていた方も新たに申

請が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービスを利用するには 

相談

•市町村の担当窓口（障害福祉担当）か相談支援事業所に行きましょう。

•どんなサービスがあるか、どんな施設を利用できるかなどが相談できます。

申請
•利用したいサービスが決まったら、市町村の担当窓口に申し込みます。

調査
•心身の状況や生活環境について、本人・保護者に聞き取り調査があります。

審査
判定

•障害支援区分が決まります。（本人に必要なサービスの目安）

サービス等
利用計画案
の作成

•相談支援事業者に、サービス等利用計画案の作成を依頼します。

支給
決定

•障害福祉サービス受給者証が届きます。（利用できるサービスの量などが記載さ

れています。）

契約
•支給決定の内容に基づき利用する事業所を選び、契約します。

利用
開始

•事業所に受給者証を提示して利用を開始します。
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【障害支援区分について】 

 障害福祉サービスを利用する人がどれくらいの支援を必要としているかを判定する区分

があります。非該当から６段階まで分かれており、数字が大きくなるほど、支援の必要性が

高いと認められます。障害支援区分は福祉サービスの中での「介護給付」を使うときに必要

です。例えば、生活介護サービスを使うときには区分「３」以上、施設入所支援の場合は区分

「４」以上であることが条件になっています。 

 

【相談支援事業について】 

■相談支援事業とは 

・相談支援専門員が、障害者やその家族などの相談に応じ必要な情報の提供や助言を行います。 

 ・福祉サービスの利用の援助をします。（サービスや事業所の情報提供、連絡調整、相談など） 

 ・障害福祉サービスを利用するために必要となる「サービス等利用計画」の作成をします。 

 ・１８歳以上の方の利用の場合は契約が結べない相談支援専門員もいるので確認しておくこと

が必要です。 

 

 【福祉事業所の開設時間について】  

福祉事業所は、始まる時間も終了時間も事業所ごとに異なりますが、おおよそ 9:00 頃から

15:00 頃までの事業所が多いようです。卒業後は放課後等デイサービスの利用はできないため、

場合によっては夕方の支援サービスが不足することになります。日中一時支援サービスなどを利

用する方法がありますが、現状で受け入れ先が不足している状況もあり、注意が必要です。担任

や進路担当者、相談支援の方と話し合いながら、卒業後のライフスタイルについて準備を進めて

いきましょう。 

 


